
　「自分たちの地域を、より快適で住みよいまちにしていきたい」と、そこに住む誰もが思っています。自治会・
町内会とは、そんな思いを持った住民同士が、自分達の力でよりよい地域社会をつくっていこうと立ち上げ
た自主的な組織です。東日本大震災以降、地域で支えあうことの大切さが見直されています。地域で支えあい、
安心して暮らせる地域づくりのため、自治会・町内会に加入し、地域活動に参加しましょう。
問い合わせ／自治文化課市民活動推進担当（内線2482）

自治会に加入するには？
　加入の手続きは、各自治会・町内会の会長もしくは班長
などの役員へお申し出ください。
　また、自治会・町内会が分からない場合は、お問い合わ
せください。

広報活動
行政からの文書（広報かが
やき等）の配布や地域の情
報に関わる文書の回覧など
地域の身近な情報を提供し
ています。

環境美化活動
快適で住みよい環境づくり
のため、地域内の清掃活動
やごみ集積所の清掃等の管
理を行っています。

親睦・レクリエーション活動
市民体育祭への参加や夏祭
りの開催など、子どもから
大人まで住民相互の交流を
深めるための活動を行って
います。

自治会・町内会に加入しましょう

自治会・町内会ではこんな活動を行っています！

～地域のふれあいの輪を広げ、住みよいまちづくりを目指して～

皆さんの加入を
お待ちしています！

福祉活動
共同募金などの社会福祉活
動への協力や地域の見守り
活動などを行っています。

防犯・防災活動
地震等の災害に備えるた
め、自主防災組織による防
災訓練や児童・生徒の登下
校時のパトロールを行って
います。

　地球温暖化防止及び節電対策として、新館に約40kWの
太陽光発電設備を設置しました。
　発電した電力は新館の照明や空調等にて全て利用してい
ます。
設置効果／年間発電量約39,651kWh、年間CO2排出削減量
約18.4トン　※CO2排出係数は0.464㎏-CO2／ kWhを使用

問い合わせ／総合政策課（内線2236）

地球に優しい新・省エネルギーシステムを導入しています
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　節電対策や地球温暖化対策として温室効果ガスを削減するため、
公共施設の冷房時の室温を高めに設定しても執務が円滑に行えるよ
う「クールビズ」に取り組んでいます。
　今年度も下記の期間中、職員は窓口等において室温などの
状況に応じ、軽装で業務を行いますのでご理解をお願いします。
期間／５月１日㈮～10月31日㈯
問い合わせ／職員課（内線2216）

■募集・職種人数／下表のとおり

■受験資格／日本国籍を有し、下表に該当する方
①一般技術職（土木）
・ 昭和55年４月２日以降生まれで、１級又は２級土

木施工管理技士の資格を有している方
・ 昭和55年４月２日以降生まれで、学校教育法によ

る大学・短期大学で土木の専門課程を専攻して卒
業し、直近10年間のうち民間企業等における土木
工事の設計、施工管理等の職務経験が５年以上あ
る方（平成27年４月１日現在）
②保育士
昭和60年４月２日以降生まれで、保育士資格を有し
ている方
③保健師
昭和55年４月２日以降生まれで、保健師資格を有し
ている方

職種 人数
①一般技術職（土木） ２名
②保育士 ２名
③保健師 １名

■試験日
第１次試験＝７月12日（日）、第２次試験（１次合
格者のみ）＝７月下旬以降に実施予定
■試験会場
市役所（予定）
■試験方法／第１次試験＝論文試験・適性検査　第
２次試験＝面接試験
■申込期間／５月18日（月）～６月12日（金）の平
日９時～17時
■申込方法／①試験申込書　②受験票　③宛先明記
の封筒（82円切手を貼付）２通を職員課へ持参又は
郵送（６月12日までの消印有効）
■受験案内等／受験案内・申込書・受験票は、職員
課・両支所地域グループ・市民活動センターで配布
又は市ホームページからダウンロード　※申込手続、
試験日時等の詳細は受験案内をご覧ください
■採用／最終合格者は市職員採用候補者名簿に登載
し、健康診断等で異常が認められない場合は、平成
27年９月１日以降に採用の予定です
■注意／地方公務員法第16条に該当する方は受験す
ることができません
■問い合わせ／職員課（内線2214・2216）

　平成27年４月28日付で人事異
動を行いましたので、部長級の
職員についてお知らせします。
○議会事務局長／原口信義　
問い合わせ／職員課（内線2216）

　日本赤十字社は、毎年500円以上の社費を納入す
る社員によって組織されており、その「社費」と「寄
附金」（総称して「社資」）を活動資金として、人道・
博愛・平和を希求するという基本理念に基づき多く
の事業を実施しています。本市でも、日赤鴻巣市地
区の事務として社資募集活動に取り組んでおり、自
治会や町内会などのご協力により、毎年５月～６月
を社員増強運動期間として社資募集をしています。
今年も皆さんのご協力をお願いします。
受付場所／６月30日㈫までに福祉課・両支所福祉グ
ループ・各公民館　※払込票による振込みも可能で
す。詳細はお問い合わせください
社資の使途／国内の災害救護活動や国際救援活動・
救急法等講習事業、血液事業、医療事業、ボランティ
アの育成、赤十字奉仕団の育成等
根拠規程／日本赤十字社法
問い合わせ／日本赤十字社埼玉県支部鴻巣市地区

（福祉課社会福祉担当内・内線2613）

　消費税率の引上げに伴う子育て世帯の経済的負担
を緩和するため、昨年度に引き続き今年度も子育て
世帯臨時特例給付金を支給します。給付額や申請手
続が昨年度と異なりますのでご注意ください。
　なお、臨時福祉給付金については、現在準備中で
す。ご案内できる段階になりましたら、市ホームペー
ジ等でお知らせします。
対象／平成27年５月31日現在、本市の住民基本台
帳に登録があり、平成27年６月分の児童手当の支
給を受ける方（特例給付を除く）
給付額／児童手当対象児童１人につき3,000円

申請手続／６月１日までに対象の方に児童手当の現
況届と併せて申請書を郵送します。必要事項を記入
のうえ、現況届と同封の返信用封筒で郵送してくだ
さい。該当すると思われる方で届かない方はご連絡
ください
公務員の方へ／昨年度と同様、勤務
先からのご案内になります。申請等
については勤務先の児童手当担当に
お問い合わせください
問い合わせ／臨時福祉給付金支給プ
ロジェクト（内線2608）

今年度も子育て世帯臨時特例給付金を支給します！

職員クールビズを実施中 平成27年4月28日付
職員人事異動

市職員を募集します
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